
行政評価シート（事後評価）
コード 事務事業名 所管部課

年度 （ ）

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　（一次）エネルギー管理項目の目標達成数
　（二次）温室効果ガスの削減量

事
業
環
境
等

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

都内26市のサービス水準との比較
（平均値、本市の順位など）

　法律により策定が義務付けられているため、26市中20市が平成16年度末ま
でに策定している。

代替・類似サービスの有無
　環境負荷の低減及び環境の保全に取り組む環境マネジメントシス
テム推進事業

12 集計中

6 7二
次
環境目標の達成

目標値 施策

実績値 施策

5 集計中

5 5一
次
実施計画の項目
の実施数

目標値 施策

実績値 施策

16年度 17年度 18年度 19年度

7 7

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　①職員に対する研修の実施回数
　②電気、灯油、重油、ＬＰＧ・都市ガス、燃料、冷媒

17年度 18年度 19年度

①研修の開催数 実績値 施策 1 1

評
価
指
標
の
設
定

活動等指標 単位 16年度

②エネルギー使用量の管
理項目数

実績値 施策

成果指標 単位

5,510

エネルギー使用量の
管理項目数

千円 #DIV/0! 351 350 #DIV/0!

千円 3,456 2,456 2,448

2,448

千円 0 0 0 0

千円 2,498 2,456 2,448

0.30 0.30 0.30 0.30

958 0 0 3,062

17年度 18年度 19年度

千円

958 0 0 3,062

平成16 実施形態

事
業
費
デ
ー
タ

項　　目 単位 16年度

財
源
内
訳

人

(33)5-1-3 地球温暖化対策実行計画事業 生活環境部環境保全課（環境防災部環境保全課）

事
務
事
業
の
概
要

事務事業の目的 根拠法令等

　西東京市が行う事務及び事業によって排出される温室効果ガスの低減

事業内容・実施方法等／補助の概要：補助団体の概要（団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等）、補助金の
概要（国・都基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額）等

　西東京市地球温暖化対策実行計画により、施設としての西東京市における二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量について削
減目標を設定し、事務及び事業により排出される温室効果ガスを測定し、その低減に取り組む。
　削減に向けては、以下の具体的な取り組みを行う。
　(1) 施設管理や事務事業に対する取り組み（電気・ガス使用料の削減など）
　(2) 廃棄物に関する取り組み（施設から発生する資源、廃棄物の分別）
　(3) 市の施設建設・改修工事及び公共工事等における環境配慮に関する取り組み（省エネルギー、リサイクルの推進など）

事業開始時期

法律
条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  上

  中

  下

  有

  無

直営 委託 補助 その他

法律
条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  上

  中

  下

  有

  無

直営 委託 補助 その他



コード 事務事業名 所管部課

【一次評価】

【二次評価】

【行革本部評価】

　二次評価記載のとおり、地球温暖化対策実行計画の見直し作業において、環境マネジメントシステム
との重複を見直し、マネジメント手法の統合を検討されたい。

行革本部評価 判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等

受益者負担
の適切さ

3

市民ニーズ
の把握

2

直接のサービ
スの相手方 3

事業内容等
の適切さ

2

二次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

事業の優先
度（緊急性）

3
　従来の環境マネジメントシステムと地球温
暖化対策実行計画とは、重複する部分が
あるため、地球温暖化対策を含めた新たな
環境システムの構築を図るよう検討すべき
である。

事業の
必要性

3

事業主体
の妥当性

2

市民ニーズ
の把握

2

検証項目 ランク

事業内容等
の適切さ

3

受益者負担
の適切さ

3

事業の優先
度（緊急性）

3
　法律により策定が義務付けられている計
画の目標値を達成するため、温室効果ガス
の削減に向けた各種の取り組みを継続して
実施する必要がある。継続に当たっては、
環境負荷低減、環境保全事業の推進を目
的に運用する環境マネジメントシステムと重
複した事務があるため、実行計画の温室効
果ガスの削減に向けた各種の取り組みの
中で環境マネジメントシステムを独自に運
用する手法を検討する必要がある。

事業の
必要性

3

事業主体
の妥当性

2

直接のサービ
スの相手方 3

(33)5-1-3 地球温暖化対策実行計画事業 生活環境部環境保全課（環境防災部環境保全課）

検証項目 ランク 一次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

廃止

休止

廃止

拡充

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

廃止

休止

廃止

拡充


